
 

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ９ 日 

海 事 局 検 査 測 度 課 

検査監督・登録測度室 

 
ビューロー・ベリタス（フランスの船級協会）を 
我が国の船舶検査団体として登録しました！ 

 

令和６年３月２５日、フランスの船級協会であるビューロー・ベリタスを、船舶安
全法及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づく船舶検査団体
として登録しました。 

 
フランスの船級協会（※１）であるビューロー・ベリタス（Bureau Ｖeritas：BV）（※

２）より船舶安全法及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（海防法）に
基づき、船舶検査団体としての登録及び検査業務規程認可の申請を受け、書類審
査、現地審査（造船所での検査状況、神戸事務所とパリ本部での業務状況の確認）
を行った結果、登録要件・認可基準等への適合性を確認したことから、令和６年３
月２５日に登録・認可を行いました。 

これにより、海運会社は、外航海運に用いられる日本籍船舶の検査（※３）に際して
ＢＶを選択できるようになります。 

これまで登録された船舶検査団体（以下、４団体）に加え、今回、ＢＶの登録によ
り、海運会社の利便性の更なる向上が図られるものと期待されます。 

 
・一般財団法人日本海事協会（Class NK） 
・ロイド・レジスターグループ・リミテッド（ＬＲ） 
・デット・ノルスケ・ベリタス・エーエス（ＤＮＶ） 
・アメリカン・ビューロー・オブ・シッピング（ＡＢＳ） 
 

※１ 船級協会 

・ 海上保険業者や荷主等関係者に、船舶の保険価値に関する情報を提供する観点から、自らの

技術基準に基づき、船体、機関等を検査し、登録（入級）した船舶を公表している団体。 

※２ ビューロー・ベリタス（ＢＶ） 

・ 1828 年、フランスの船級協会として設立。日本支部は 1953 年に設立。 

・ 本部はフランスのパリにあり、世界各地に 1600 カ所の事務所と約 82,０00 人のスタッフを

有している。（このうち、船級部門は、180 カ所の事務所と約２,６００名の検査員を配置。日本

法人であるＢＶジャパンの船級部門は神戸及び横浜の２カ所に事務所を置き、約４０名の検査

員が活動している。） 

・ 船級登録されている隻数は、約 １１，８００ 隻、船腹量で約 1.5 億総トン。（２０２４年３月時点） 

２０１８年以降、登録船数で世界第 １ 位の船級協会。（2022 年１２月時点） 

※３ 船舶安全法及び海防法に基づく検査 

・ 船舶は定期的に国の検査を受けることとされていますが、登録された船級協会の検査を受け

た船舶（旅客船を除く。）については、国の検査を受けたものとみなされます。 

 

【問い合わせ先】 

国土交通省 海事局 検査測度課 岡本 

代表03-5253-8111（内線44-128）、直通03-5253-8639 

 


